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 津市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成１９年６月２５日 

 

津市長 松 田 直 久 

 

津市条例第２５号 

   津市市税条例の一部を改正する条例 

 津市市税条例（平成１８年津市条例第７１号）の一部を次のように改正する。 

 第２３条第１項中「均等割額によって」の次に「、第５号の者に対しては法

人税割額によって」を加え、同項に次の１号を加える。 

 ⑸ 法人課税信託（法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第２９号の

２に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。）の引受け

を行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有す

るもの 

 第２３条第３項中「含む 。）」 の次に「又は法人課税信託の引受けを行うも

の」を加え、「これに」を削る。 

 第３１条第２項の表第１号中「（昭和４０年法律第３４号）」を削る。 

 第１５７条第２項中「、第３６項又は第３７項」を「又は第３６項から第３

８項まで」に改める。 

 附則第１７条の２第３項中「第３６条の５から第３７条まで」を「第３６条

の５、第３７条」に改める。 

 附則第１９条の２第１項中「証券取引法（昭和２３年法律第２５号）第２条

第２０項に規定する有価証券先物取引」を「金融商品取引法（昭和２３年法律

第２５号）第２８条第８項第３号イに掲げる取引」に改める。 

 附則第２６条中「若しくは第５５項」を「、第５５項若しくは第５７項」に、

「第３７項」を「第３６項から第３８項まで」に改める。 

   附 則 

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す 

る。 

 ⑴ 第１５７条第２項及び附則第２６条の改正規定 平成１９年１０月１日 

 ⑵ 附則第１７条の２第３項の改正規定 平成２０年４月１日 

 ⑶ 第２３条及び第３１条第２項の改正規定 信託法（平成１８年法律第１



 

０８号）の施行の日 

 ⑷ 前３号に掲げる以外の規定 証券取引法等の一部を改正する法律（平成

１８年法律第６５号）の施行の日 



津市久居老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。

平成１９年６月２５日

津市長 松 田 直 久

津市条例第２６号

津市久居老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例

津市久居老人福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条

例第１２７号）の一部を次のように改正する。

別表中

「 「午後１時から午前９時から 午後１時から午前９時から

午後４時まで午後４時まで 午後５時まで午後５時まで

８４０ １，４７０ １，１２０ １，６８０
を に改める。

１，４７０ ２，５２０ １，９６０ ２，８８０

２，１００ ３，７８０ ２，８００ ４，３２０

１，２６０ ２，３１０ １，６８０ ２，６４０
」 」

附 則

この条例は、平成１９年７月１日から施行する。



 

 

 

 津市農業共済条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成１９年６月２５日 

 

                      津市長 松  田  直  久 

 

津市条例第２７号 

津市農業共済条例の一部を改正する条例 

 津市農業共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）の一部を次のように改

正する。 

第１０８条第１項第２号中「１００分の８０」を「１００分の９０」に改め

る。 

第１１１条第２項中「１００分の２０」を「１００分の１０」に改める。 

附 則 

この条例は、三重県知事の認可のあった日から施行し、改正後の津市農業共

済条例の規定は、平成１９年産の大豆から適用する。 

 



  
 

 
 
 
 津市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。  
平成１９年６月２５日  

 
津市長 松 田 直 久 

 
津市条例第２８号  
   津市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 
 津市運動施設の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第２５０号）

の一部を次のように改正する。  
 別表第３７津市河芸第２グラウンドの項中 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

附 則 
 この条例は、平成１９年９月１日から施行する。 

午後３時から午後５時まで  １，０００  

午後３時から午後５時まで  １，０００  
午後６時から午後８時まで  ２，０００  
午後８時から午後１０時まで  ２，０００  
夜間照明  １時間（１時間  

未満は、１時間  
とする。）当た

り  

４，０００  

「  
」 

」 

「  

を

に改める。  



 

 

 

 津市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成１９年６月２５日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

津市条例第２９号 

津市火災予防条例の一部を改正する条例 

津市火災予防条例（平成１８年津市条例第２６０号）の一部を次のように改

正する。 

第２９条の３第１項第２号中「第１３条の３第１号」を「第１３条第１号」

に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



津市建築基準法施行取扱規則の 一部 を改正す る規則を ここに公布す る 。  

  平成１９年６月１９日  

 
                      津市長  松 田  直 久   

        

 
津市規則第２３号  

  津市建築基準法施行取扱規則 の一部を改正す る規則  

津市建築基準法施行取扱規則（平成１８年津市規則第１９９号）の 一部 を次

のように改正す る 。  

 第２条第２項中 「第１条 の３第１項」 を 「第１条の３第１項第２号」 に改め 、

同条第３項中「 第１条の ３第１項の表１の (い) 項 」の次に 「及び 同条第４項 の表

１の ⑹項 、省令第２条の ２第１項の表並び に省令第３条第１項 の表１及 び同条

第２項の表」 を 加 える。  

 第３条 を次の よ うに改め る。  

第３条  削除  

 第７条中「 第４条の ８第１項第４号」 を 「第４条の８第１項第５号」 に改め

る。  

 第１４条中「 都市計画法 」の次に「（昭和４３年法律第１００号）」を 加 える。  

 第１７条第１項 の表中「第８５条第４項」 を「第８５条第３項」 に 、 「同表

(る)項」 を 「同項の 表２の(30)項」 に改め る 。  

 第１８条第１項中「 同表(る)項」 を 「同項の 表２の(30)項」 に改め る 。  

   附  則 

 この規則は 、 平成１９年６月２０日か ら 施行す る 。 



津市久居老人福祉セ ン タ ーの設置及び管理に関す る 条例施行規則の一部 を 改

正す る 規則 を こ こ に公布す る 。

平成 １ ９ 年 6 月 2 9 日

津市長 松 田　 直 久

津市規則第 2 4 号

津市久居老人福祉セ ン タ ーの設置及び管理に関す る 条例施行規則の一部

を 改正す る 規則

津市久居老人福祉セ ン タ ーの設置及び管理に関す る 条例施行規則 （ 平成 １ ８

年津市規則第 ９ ８ 号 ） の一部 を 次の よ う に改正す る 。

第 ４ 条第 １ 項の表中 「 午後 ４ 時 」 を 「 午後 ５ 時 」 に 、 「 午後 ２ 時 」 を 「 午後

３ 時 」 に改め る 。

附 則

こ の規則は 、 平成 １ ９ 年 ７ 月 １ 日か ら 施行す る 。



津市告示第２０５号  

 津市建築計画概要書等閲覧規程の一部を改正する告示を次のように定める。  

  平成１９年６月１９日  

 
                      津市長  松  田  直  久  

 
   津市建築計画概要書等閲覧規程の一部を改正する告示  

 津市建築計画概要書等閲覧規程（平成１８年津市告示第２６号）の一部を次

のように改正する。  

 第１条中「第１１条の４第１項及び第２項の建築計画概要書、築造計画概要

書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書及び全体計画概要書」を「第１

１条の４第１項第１号から第６号までに掲げる書類」に改める。 

   附  則 

 この告示は、平成１９年６月２０日から施行する。 







津市告示第２０７号  
  下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。  
 平成１９年６月２５日  

 
津市長 松 田 直 久  

 
記  

 
 国民健康保険被保険者証  

記号番号  交付年月日  無効となった日  

１２６０７２４  平成１８年１０月 １日  平成１９年 ５月３１日  

９２０４５８２  平成１８年１０月 １日  平成１９年 ５月３１日  

９２０４３５２  平成１８年１０月 １日  平成１９年 ６月１４日  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







































津市告示第２０９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設管理課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成１９年６月２７日 

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

 

１  路線名   4281   西古河町安東町第 1 号線 

  道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ）

津市安東町字足入 2017 番 1 から 

津市安東町字足入 2025 番 3 まで 
旧 

7.5～7.5 60.7 

津市渋見町黒田 283 番 2 地先から 

津市渋見町黒田 286 番 11 地先まで 
新 

7.5～17.8 60.7 

 

 



津市告示第２１０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設管理課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成１９年６月２７日 

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

供 用 開 始  
整 理 番 号  路  線  名  供  用  開  始  の 区  間  

年 月 日  

津 市 安 東 町 足 入 2017 番 1

から 平 成 19 年  
4281 

西 古 河 町 安 東 町 第 1 号

線  津 市 安 東 町 足 入 2025 番 3

まで 

6 月 27 日  

 

 



津市告示第２１１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１０年芸濃町告示第５号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成１９年６月２８日 

津市長 松 田 直 久   

１ 届出者 

  林町自治会 

  三重県津市芸濃町林２００番地 

   代表者 宮崎 正一 

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
嶋田武浩 

三重県津市芸濃町林２０２７番地 

変更後 
宮崎正一 

三重県津市芸濃町林２００番地 

３ 変更の理由及び年月日 

平成１９年６月１０日に、代表者が定期総会において新任されたため。 

 



津市公告第９２号  
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号に規定する

道路の位置について指定したので、津市建築基準法施行取扱規則（平成１８年

津市規則第１９９号）第１３条第２項の規定により次のとおり公告します。  
  平成１９年６月２５日  

 
                   津市長 松 田 直 久  

 
 指定道路  
１ 幅員 ６．０メートル     
２ 延長 １８．０メートル        
３ 地名地番 津市久居北口町字北口５８４－２１、５８４－４８  



津市公告第９３号  
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号に規定する

道路の位置について指定したので、津市建築基準法施行取扱規則（平成１８年

津市規則第１９９号）第１３条第２項の規定により次のとおり公告します。  
  平成１９年６月２５日  

 
                   津市長 松 田 直 久  

 
 指定道路  
１ 幅員 ６．０メートル     
２ 延長 ２０．９メートル        
３ 地名地番 津市河芸町三行字小林１３１９－１、１３１５－１、１３１５

－２、１３１５－４、１３１９－１地先法定外公共物  



津市公告第９４号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１９年６月２５日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１９年 ６月２２日  
２ 抑留期間 平成１９年 ６月２８日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  

 

毛色  性別 体格  年齢  その他  

１  

 
 

津市  
美里町  
三郷  

雑種  茶  

 

オス  中  不明  青い首輪  

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 



津市教育委員会告示第６号 
 教育委員会を次のとおり招集する。 
  平成１９年６月２８日 
 
 
       津市教育委員会 
                            委員長 中 西 智 子 
 
 
１ 招集の日時 平成１９年７月２日（月）午後２時から 
２ 招集の場所 教育委員会室 
３ 会議の事件  

津市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部の改正について 
 
 



津市選挙管理委員会告示第８４号  
 津市選挙投票区の一部を改正する告示を次のように定める。  
  平成１９年６月２８日  
 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  
 
   津市選挙投票区の一部を改正する告示  
 津市選挙投票区（平成１８年津市選挙管理委員会告示第３号）の一部を次の  
ように改める。  

表津の部第１８投票区の項中「ポレスター大谷町」の次に「、ポレスター大  
谷参番館」を加え、同部第２０投票区の項中「上津台」の次に「、西が丘ガー  
デン」を加え、同部第３０投票区の項中「神戸第２」の次に「、神戸北」を加  
え、同表久居の部第７４投票区の項中「、小戸木町」を削る。  

附 則  
１ この告示は、公布の日から施行する。  
２ 改正後の津市選挙投票区の規定は、この告示の施行の日以後にその期日を  

告示される選挙について適用する。  




